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 Ⅰ 総 則 
   
 

１ 概 要 
労働者募集とは、職業安定法第４条第５項に規定しているように、労働者を雇用しようとする

者が自ら又は他人に委託して、労働者になろうとする者に対してその被用者となることを勧誘す

ることをいう。 
職業安定法（以下「法」という。）においては、民間事業所等の行う労働者募集に対して文書募

集及び直接募集については自由、委託募集については許可制又は届出制（法第３６条）をとって

いる。 
すなわち、法は、労働者募集については当事者間の私的自治に委ねる立場からこれを原則自由

としているが、第三者が介在する委託募集については、労働者保護の観点からその適格性を事前

にチェックする必要があることから許可制をとることとしているものである。 
ただし、無報酬で行う委託募集については、中間搾取等の弊害が生じる余地が少なく、いわゆ

る手配師等適格性に問題のある者が参入することが想定されないため、これを届出制で行うこと

ができることとしている。 
なお、委託募集以外の労働者募集についても特別の場合には厚生労働大臣又は公共職業安定所

長が一定の制限を行うことができることとしている（法第３７条）。これは、労働者を急速かつ大

量に獲得する必要から募集主又は募集受託者が不正不当な手段を用いて募集行為を行った場合に

は、好ましからざる事態を惹き起すなど弊害の発生が予測されることや、募集対象地域が特定地

域に集中する場合には、募集地又は就業地における労働市場を混乱させるおそれがあることなど

不測の事態の発生について調整又は規制をする必要について考慮しているためである。 
しかしながら、労働者募集は企業活動において非常に重要な役割を果たすものであることから、

職業安定機関としては、公共職業安定所に求人申込をする方法によると直接募集又は委託募集の

方法によるとを問わず、事業主等に対しできる限りの援助協力を行うことが必要であり、ルール

に従った募集活動については基本的に自由に行うことを認めることが望ましいと考えられる。 
職業安定機関としては、紹介体制を整備して求人の充足及び職業のあっせんに努めるとともに、

労働者募集を行うことを希望する事業主に対しては、その募集の形態に応じ、法令に定めるルー

ルに従って労働者募集を行うよう指導し、募集秩序の確立と労働力需給の円滑化を図るものとす

る。 
     

２ 労働者募集の種類 
労働者募集は、概念上次の３種類に区分される。 

（１）文書募集 
文書募集とは、新聞紙、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布に   

よる労働者の募集をいい、自由に行うことができる。 
（２）直接募集 

       直接募集とは、労働者を雇用しようとする者が、文書募集以外の方法で、自ら又はその被用   

者をして行う労働者の募集をいい、自由に行うことができる。 
  （３）委託募集（法第３６条） 
       委託募集とは、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に   

従事させる形態で行われる労働者募集をいい、許可を受け、または、届出を行うことが必要であ

る。 
   
  ３ 募集主、募集従事者等の定義 
（１）募集主 

      募集主とは、労働者を雇用しようとする者（法人も含む。）であり、応募して採用される労   

働者と雇用関係を結ぶこととなる当事者をいう。 
（２）募集従事者 

      募集従事者とは、応募を勧誘する行為を行う者（法人も含む。）をいう。 
      なお、募集従事者となり得る者は、直接募集にあっては募集主又はその被用者、委託募集に   

あっては許可要件を満たす募集受託者又はその被用者（以下単に「募集受託者」という。）で   

ある。 
（３）被用者 

      被用者とは、事業主と雇用関係にある者であり、雇用労働者と同義である。 


